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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ＣｕＯ－弗燐酸塩系ガラスからなる基礎ガラス１００質量部に対して、外割で、ＣｅＯ２

を１～６質量部、Ｖ２Ｏ５を０．０１～０．５質量部、ＣｕＯを０．５～１２質量部含有
するものであり、前記基礎ガラスが、質量％で、Ｐ２Ｏ５

１０～６０％、ＡｌＦ３ ０～２０％、ＲＦ（ＲはＬｉ，Ｎａ，Ｋのうち少なくとも１種
） １～３０％、Ｒ´Ｆ２（Ｒ´はＭｇ，Ｃａ，Ｓｒ，Ｂａのうち少なくとも１種）
１０～７５％、（ ただし、弗化物総合計量の７０％までを酸化物に置換可能）からなる
成分の合計が９０％以上であることを特徴とする視感度補正フィルタガラス。
【請求項２】
ガラス中に含まれるＶ２Ｏ５／ＣｅＯ２の質量比が０．０１～０．１の範囲であることを
特徴とする請求項１記載の視感度補正フィルタガラス。
【請求項３】
固体撮像素子の視感度補正に用いられる請求項１または２記載の視感度補正フィルタガラ
ス。
【請求項４】
請求項１ないし３のいずれか１項に記載の視感度補正フィルタガラスからなる視感度補正
フィルタ。
 
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は，デジタルスチルカメラ（以下、ＤＳＣと称する）やカラービデオカメラなど
の色補正フィルタ等に使用され、可視域を透過し、７００ｎｍ付近におけるシャープカッ
ト特性及び近紫外線カット特性を有する視感度補正フィルタガラスに関する。
【背景技術】
【０００２】
従来、ＤＳＣやカラービデオカメラに使用されているＣＣＤやＣＭＯＳ等の固体撮像素子
は可視域から１１００ｎｍ付近の近赤外域にわたる分光感度を有している。したがって、
このままでは良好な色再現性を得ることができないので、赤外域を吸収するフィルタを用
いて、人の通常の視感度に補正することが必要である。このフィルタは近赤外波長を選択
的に吸収するように、リン酸塩系ガラスまたは弗燐酸塩系ガラスにＣｕＯを添加したフィ
ルタガラスが使用されている。このフィルタガラスは多量のＰ２Ｏ５を必須成分としてＣ
ｕＯを含有しており、酸化性の溶融雰囲気中で、多数の酸素イオンに配位されたＣｕ２＋

イオンを形成させることによって青緑色を呈し、近赤外線カット特性を有するものである
。
【０００３】
　前記フィルタガラスのうちリン酸塩系ガラスは、耐候性が不十分なため、ガラス研磨面
にウェザリングを生じるので、長期間にわたって使用するには難点があり、現在では耐候
性に優れた弗燐酸塩系ガラスが主に使用されている。
【０００４】
　ＣｕＯ－弗燐酸塩系ガラスからなる近赤外線カットフィルタガラスとしては、代表的な
ものとして特許文献１記載のものが知られており、特許文献１のガラスにおける４００ｎ
ｍ付近の透過率低下を抑えるためにＳｂ２Ｏ３、Ａｓ２Ｏ３、ＣｅＯ２などを少量含有さ
せた特許文献２や、７００～１２００ｎｍの透過率を低く抑えるために少量のＶ２Ｏ５を
加えた特許文献３記載のものなどがある。
【０００５】
【特許文献１】特開平１－２１９０３７号公報
【特許文献２】特開平２－２０４３４２号公報
【特許文献３】特開平１０－１９４７７６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述のとおりＣＣＤやＣＭＯＳ等の固体撮像素子は可視域から１１００ｎｍ付近の近赤
外域にわたる分光感度を有しており、近紫外域にも感度を有している。上記特許文献記載
のようなＣｕ２＋イオンを含有した弗燐酸塩系ガラスフィルタの透過率カーブは、ほぼ３
００ｎｍ以下の波長を透過せず、波長３００ｎｍから４００ｎｍの範囲で急激に透過率が
上昇し、６００ｎｍから７００ｎｍにかけて緩やかに下降する曲線であり、可視域におけ
る透過率を一定以上に設定した場合、９００～１０００ｎｍ超の長波長側を若干透過する
特性を持つ。このため、ガラスフィルタによる吸収のみでは人の視感度と撮影画像の色再
現性とを完全に一致させることが難しい場合がある。
【０００７】
このような場合、誘電体多層膜を併用することによって近紫外域及び近赤外域をさらにカ
ットすることが行われている。誘電体多層膜は、高屈折率層として二酸化チタン（ＴｉＯ

２）及び低屈折率層としての二酸化シリコン（ＳｉＯ２）の交互積層膜などからなり、近
赤外線カットフィルタガラスの表面に成膜される場合もあれば、ローパスフィルタとして
カメラに内装される水晶板表面に真空蒸着やスパッタによって成膜される場合もある。誘
電体多層膜による赤外線カット膜の透過特性は、成膜面に垂直に入射する光線に対して、
およそ４００ｎｍ以下と７００ｎｍ以上の波長光を反射してほとんど透過せず、４００～
７００ｎｍを透過する。この結果、ガラスフィルタによる吸収と誘電体多層膜による反射
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とを併用した光学系では、４００～６００ｎｍを高率に透過し、６００～７００ｎｍにか
けて緩やかに下降し、７００ｎｍ以上を透過しない透過率曲線を描き、人の視感度に近似
した特性とすることができる。
【０００８】
　ところで、近年、高画素数の撮像素子を用いたＤＳＣなどにおいて、レンズ系の色収差
に起因して、撮影された画像にパープルフリンジと称される紫色の輪郭ぼけが認識される
ようになっている。すなわち、光学要素を構成するガラスなどの媒質の屈折率は光の波長
に依存する性質をもっており、同一の媒質であっても、可視光に対する屈折率と、近紫外
線に対する屈折率、近赤外線に対する屈折率とは異なる。このような性質により、光線が
ガラス光学要素を通過する際には、短波長の光ほど強く屈折し、長波長の光ほど屈折度合
いが弱くなるため、可視光の光路と近紫外線の光路、近赤外線の光路とが分岐され、可視
光の焦点位置に対して近紫外線は手前に、近赤外線は後方に焦点を結ぶ（軸上色収差）。
このように分岐された光線が、撮像素子の光電変換面に到達する位置では、色収差が２次
元方向のずれとなり、このずれが近紫外線または近赤外線によるボケ半径となって、輪郭
ぼけを発生させる原因となる。特に高画素数の撮像素子では、ピクセルサイズが小さくな
る分、色収差の影響が大きく認識されやすく、また撮影画像中心部に比べて周辺部でその
影響が出やすい。換言すると、色収差による輪郭ボケの問題は、撮像素子の高画素化の進
展によって顕在化した課題と言える。
【０００９】
　上記した誘電体多層膜は、反射によって紫外域や赤外域の光をカットするが、誘電体多
層膜は光線の入射角度によって反射特性が変化するため、成膜面に垂直に入射する光線に
対する透過率が０の波長の光であっても斜めに入射した光に対しては完全に反射すること
ができず透過してしまう場合がある。このため、色収差による輪郭ボケをなくすことはで
きず、撮像素子に対して斜めに入射する光が多くなる画像周辺部で影響が出やすくなる。
また、誘電体多層膜に反射された光が光学系の中で迷光となって再度誘電体多層膜に斜め
に入射すると、撮像素子の光電変換面に到達して偽色など撮影画像の色彩を乱す原因にな
る。
【００１０】
　したがって、誘電体多層膜に頼ることなくガラスの吸収によって紫外域や赤外域の光を
カットできれば、これら不要光が斜めに入射しても、その悪影響をなくすことができる。
その方法として、上述のＣｕＯ－弗燐酸塩系ガラスは、元来紫外域にも吸収をもっている
ので、近紫外域の吸収を高めるためにＣｕＯの添加量を増加することが考えられる。図５
に従来のＣｕＯ－弗燐酸塩系ガラスにおいて、ＣｕＯ添加量を変えたガラスの透過率曲線
を示す。これは、後述する比較例ガラスのものであり、弗燐酸塩系ガラスからなる母ガラ
ス１００質量部に対して、曲線９がＣｕＯを２質量部、曲線１０がＣｕＯを５質量部添加
したものである。図５からわかるようにＣｕＯの添加量を増やすと、近紫外域の吸収とと
もに近赤外域における吸収も増加し、６００～７００ｎｍのカットパターンが短波長側に
移動する。つまり、ＣｕＯ添加量を変化させただけでは、近紫外域と近赤外域のカット特
性を独立して制御することはできない。
【００１１】
　実際にＤＳＣやビデオカメラに使用される視感度補正フィルタの近紫外域または近赤外
域のカットパターンは、個々のＣＣＤやＣＭＯＳの感度特性あるいはカメラの設計に合せ
て決められるものであるため、近紫外域のカット特性と近赤外域のカット特性とは独立し
て制御できることが望ましい。
【００１２】
　本発明は、このような事情を考慮してなされたもので、固体撮像素子の視感度補正に用
いられるフィルタガラスにおいて、近紫外線吸収特性をもち、かつ近赤外線吸収特性と近
紫外線吸収特性とを独立して変えられるガラスを提供することを目的とする。また、これ
によりレンズ系の近紫外線色収差に起因する輪郭ぼけなどの撮影画像の乱れを低減するこ
とのできる視感度補正フィルタを提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明は、上記課題を解決するために、ＣｕＯ－弗燐酸塩系ガラスからなる基礎ガラス
１００質量部に対して、外割で、ＣｅＯ２を１～ ６質量部、Ｖ２Ｏ５を０．０１～０．
５質量部、ＣｕＯを０．５～１２質量部含有するものであり、前記基礎ガラスが、質量％
で、Ｐ２Ｏ５

１０～６０％、ＡｌＦ３ ０～２０％、ＲＦ（ＲはＬｉ，Ｎａ，Ｋのうち少なくとも１種
） １～３０％、Ｒ´Ｆ２（Ｒ´はＭｇ，Ｃａ，Ｓｒ，Ｂａのうち少なくとも１種）
１０～７５％、（ ただし、弗化物総合計量の７０％までを酸化物に置換可能）からなる
成分の合計が９０％以上であることを特徴とする視感度補正フィルタガラスである。
 
【００１４】
　本発明の視感度補正フィルタガラスにおいては、ガラス中に含まれるＶ２Ｏ５／ＣｅＯ

２の質量比が０．０１～０．１の範囲であることが好ましい。
【００１６】
　さらに本発明は、上記ガラスからなる視感度補正フィルタである。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明のガラスは、近赤外線の吸収特性に加え近紫外線も吸収することができるので、
撮像光学系において、不要な紫外線が撮像素子に到達せず、近紫外線色収差に起因する輪
郭ぼけや迷光紫外線などによる撮影画像の乱れを低減することができる。また、近紫外域
のカット特性と近赤外域のカット特性とを独立して制御できるので、本発明のガラスと組
合せ使用される撮像素子に合せた特性のフィルタを提供でき、撮像デバイスの色再現性向
上に有用である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
本発明は、上記構成により上記目的を達成したものであり、本発明のガラスを構成する各
成分の含有量等を上記のように限定した理由を以下に説明する。
【００１９】
　まず、ＣｕＯ－弗燐酸塩系ガラスを基礎ガラスとするのは、上述のとおり酸素イオンに
配位されたＣｕ２＋イオンによる近赤外域の吸収特性が視感度補正に必要なためである。
【００２０】
　ＣｅＯ２は、弗燐酸塩系ガラスにおいて紫外域に吸収を示すため、紫外線吸収剤として
含有させるが、基礎ガラス１００質量部に対する外割で示して、１質量部未満では近紫外
域での吸収効果が少なく、６質量部を超えて添加するとガラスが失透しやすくなる。好ま
しくは２～５質量部である。
【００２１】
Ｖ２Ｏ５は、酸化剤及び安定化剤として添加するが、基礎ガラス１００質量部に対する外
割で０．０１質量部未満ではその効果が十分でなく、０．５質量部を越えると可視域の透
過率が大きく低下するので好ましくない。好ましくは０．０５～０．３質量部である。
【００２２】
　ＣｅＯ２は、単独で添加した場合でもガラスに紫外線カット特性を付与することができ
るが、本発明者は、ＣｕＯ含有弗燐酸塩系ガラスにおいて、特定量のＣｅＯ２に特定量の
Ｖ２Ｏ５を共存させることにより、近紫外線吸収特性を向上させ、かつその特性を安定化
できることを見出し、本発明に至ったものである。Ｃｅは、ガラス中においてＣｅ３＋と
Ｃｅ４＋との平衡状態で存在しており、Ｃｅ４＋が３５０ｎｍ付近に吸収を示すのに対し
、Ｃｅ３＋はより短波長側に吸収を示す。このため、Ｃｅ３＋は本発明が主としてカット
しようとする、固体撮像素子が感度を有する近紫外域の吸収に寄与しない。したがって、
近紫外域の吸収を高めるためには、Ｃｅ４＋の存在比を上げることが重要となる。
【００２３】
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　Ｖ２Ｏ５は、ガラス中にＶ５＋として存在している場合は、紫外域に強い吸収を示すが
、ＣｕＯ含有弗燐酸塩系ガラス中でＣｅイオンと共存すると、Ｃｅの酸化還元平衡を酸化
方向に移動させ、つまりＣｅ４＋の存在比を上げ、Ｖ自身は還元されて紫外域に吸収をも
たないＶ４＋またはＶ３＋になる。そして、Ｖイオンはガラス中に残りＣｅの酸化還元平
衡を安定させるため、Ｃｅ４＋による近紫外線吸収特性が安定したガラスが得られると考
えられる。Ｖが存在しない場合は、ガラスの熔解雰囲気によってＣｅの酸化還元平衡が移
動するため、紫外線吸収特性は安定しない。
【００２４】
　一方、Ｃｅ４＋の存在比を上げる方法としては、原料中に硝酸塩などの酸化剤を加えて
熔解することも考えられるが、ガラスの熔解初期には酸化剤によってＣｅ４＋の存在比が
増加するものの、溶解中にＣｅ４＋の一部がＣｅ３＋になるため、最終的に得られるガラ
スの紫外線吸収特性がばらつく原因となり安定的な量産への課題がある。
【００２５】
　本発明において、上記のようにＶ２Ｏ５をＣｅに対する酸化剤として作用させ、安定し
た近紫外線吸収特性を発現させるためには、ガラス中に含まれるＶ２Ｏ５／ＣｅＯ２の質
量比を０．０１～０．１の範囲とすることが好ましい。Ｖ２Ｏ５／ＣｅＯ２の質量比が０
．０１未満ではＶによるＣｅの酸化還元平衡を酸化方向に移動させる作用が十分でなく、
所望の近紫外線吸収特性が安定的に得られず、０．１を越えるとＣｅに対する酸化剤とし
て寄与しない余剰のＶイオンがＶ５＋となって、可視域の透過率までも低下させる。
【００２６】
　次に基礎ガラスを構成する成分について説明する。Ｐ２Ｏ５はガラスの網目構造を形成
する主成分であるが、１０％未満ではガラス化が困難であり、６０％を越えると化学的耐
久性が低下して長期使用におけるウエザリングの影響が懸念される。好ましくは２０～５
０％である。
【００２７】
　ＡｌＦ３はガラスの化学的耐久性向上に有効な成分であるが、２０％を越えるとガラス
の溶融性が低下する。好ましくは１～１５％である。
【００２８】
　ＲＦとして示したＬｉＦ、ＮａＦ，ＫＦは、ガラス中にフッ素を導入し溶融温度と粘性
を下げるために有効な成分であるが、ＲＦの合量が１％未満ではその効果が得られず、３
０％を越えると化学的耐久性が著しく低下する。好ましくは５～２５％の範囲である。
【００２９】
　Ｒ´Ｆ２として示したＭｇＦ２、ＣａＦ２、ＳｒＦ２、ＢａＦ２は、化学的耐久性を低
下することなくガラスを安定化するのに効果があるが、Ｒ´Ｆ２の合量が１０％未満では
ガラス化しにくく、７５％を越えると失透傾向が顕著になる。好ましくは２０～６０％の
範囲である。
【００３０】
　また、上記母ガラスを構成する金属弗化物の合計量の７０％までを金属酸化物に置換し
ても所望の分光特性、化学的耐久性を得ることができる。
【００３１】
以上、Ｐ２Ｏ５、ＡｌＦ３、ＲＦ、Ｒ´Ｆ２（金属弗化物を置換した金属酸化物を含む）
からなる成分の合計が９０％以上であるガラスを本発明では母ガラスと称する。母ガラス
は、上記成分からなるガラスとすることもできるが、上記成分のほか視感度補正フィルタ
ガラスの特性を損なわない物質、たとえば、ＺｎＦ２、ＺｒＦ４、ＬａＦ３、Ｓｂ２Ｏ３

などを、ガラスの耐候性、溶融性の改善や熱膨張係数の調整などを目的として１０％まで
の範囲で含有させることが可能である。
【００３２】
　ＣｕＯは近赤外線カットのための必須成分であるが、上記の母ガラス１００質量部に対
して外割で、０．５質量部未満では近赤外線吸収効果が十分でなく、１２質量部を越える
と可視域における透過率をも低下させ、またガラスが不安定になって失透性が増す。好ま
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しくは１～１０質量部である。一般にＤＳＣやカラービデオカメラにおける視感度補正で
は、近赤外域で透過率が５０％となる波長が５９０ｎｍから６７０ｎｍの範囲内、多くは
６１０ｎｍから６５０ｎｍの範囲となるカットパターンが好ましく使用される。また、良
好な色再現性と入射光量を確保するために波長５００ｎｍにおける透過率は、反射防止膜
等を被着していないガラス単体で少なくとも８０％以上、より好ましくは８５％以上であ
ることが好ましい。他方、撮像素子が感度を有する近紫外線の影響を低減するためには、
近紫外域の分光透過率において透過率が５０％を示す波長が３６０ｎｍ以上、より好まし
くは３７０ｎｍ以上の長波長側にあることが好ましい。
【００３３】
本発明のガラスは次のようにして作製することができる。まず得られるガラスが上記組成
範囲になるように原料を秤量、混合する。この原料混合物を白金ルツボに収容し、蓋をし
て、電気炉内において７００～１０００℃の温度で加熱溶融する。十分に攪拌・清澄した
後、金型内に鋳込み、徐冷した後、切断・研磨して内厚０．３ｍｍの平板状に成形する。
ＣｕＯを増加することにより、ガラスは不安定となり失透し易くなる傾向があるが、ルツ
ボで溶融する場合は、白金製などの蓋でルツボを密閉してフッ素成分の揮発を抑え、かつ
ルツボ内でのガラスの停滞をなくすため、ガラスの撹拌方法を工夫して強化することで、
ガラスの失透を抑制することができる。本発明のガラスは、溶融、成形工程を通じて、後
の研磨工程で除去できないような目立った脈理の発生はなく、光学的にも均質なガラスを
得ることができる。
【００３４】
　本発明の視感度補正フィルタは、上記のようにして作成したガラスを切断、研削、研磨
、面取などの機械加工を施して、最終的に両面が光学研磨された薄板状に整形したもので
ある。この視感度補正フィルタは、上記ガラスからなり、近赤外線及び近紫外線に吸収特
性を有するので、これにより撮像素子に対する視感度補正を行うことができる。使用され
るフィルタの厚さは、組み合わされる撮像素子側の要求特性に応じて、近赤外線吸収物質
であるＣｕＯ含有量、紫外線吸収剤含有量などのガラス組成と合せて適切な透過特性が得
られるように調整して使用される。一般的なＤＳＣなどでは、０．１～１ｍｍ程度、好ま
しくは０．２～０．５ｍｍ程度の厚さで用いられる。フィルタの使用態様としては、本発
明の視感度補正フィルタを２枚の水晶板で挟んで接着したものや片面のみに水晶板を接着
したもの、あるいは光学ガラスに貼り合わせるなどして使用することができる。また、フ
ィルタの表面には必要に応じて反射防止膜、紫外線カット膜などの光学多層膜を真空蒸着
など周知の手段によって形成することができる。
【００３５】
　本発明のフィルタは、主として固体撮像素子の視感度補正に用いられることから、撮像
装置の撮影レンズと撮像素子との間の光路上に配設されて使用され、上記近赤外線及び近
紫外線の吸収特性により良好な視感度補正を行うことができ、偽色などの発生を抑制する
ことができる。また、本発明のガラスは優れた耐候性を有しているので、ガラスにウエザ
リングが発生しにくく長期間にわたって良好な光学特性を維持できる。
【実施例】
【００３６】
次に、本発明のガラスについて、実施例に基づき詳細に説明する。本発明の実施例及び比
較例を表１及び表２に示す。なお、表中の組成は母ガラス部分を質量％で示し、ＣｕＯ含
有量を母ガラス１００質量部に対する外割で示し、紫外線吸収剤として添加する成分を母
ガラスとＣｕＯとからなる基礎ガラス１００質量部に対する外割で示してある。表中記載
のガラスは、表に示す組成となるよう原料粉末を秤量・混合し、白金るつぼを用いて７０
０～１０００℃の温度で溶融した。その後、充分に攪拌・清澄したガラスを矩形枠内に流
出させ、徐冷後に厚さ１ｍｍ程度にスライスし、１１ｍｍ×１１ｍｍの大きさに切断した
ものを３００枚ずつ研磨装置の定盤に固定し、研磨剤として酸化セリウムを使用し肉厚０
．３ｍｍになるまで光学研磨した。
【００３７】
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【表１】

【００３８】
【表２】

【００３９】
　以上のようにして作成した平板状のガラスについて、分光透過率を測定した。分光透過
率は、光学系に回折格子を使用している日本分光株式会社製のＵＶ－ＩＲ分光光度計Ｖ－
５７０を用い、ガラスに反射防止膜などを被着していないガラス単体での透過率を測定し
た。この結果として、各実施例および比較例ガラスの紫外側の透過率が５０％を示す波長
を表１及び表２に示し、またいくつかの例の分光透過率曲線を図示した。
【００４０】
　図１に実施例Ｎｏ．２と比較例Ｎｏ．１１のガラスの分光透過率曲線を曲線２、曲線１
１として示す。これらのサンプルは、ＣｕＯ含有量が同一で紫外線吸収剤として同量のＣ
ｅＯ２を含有するものであるが、実施例Ｎｏ．２はＶ２Ｏ５を添加したものである。Ｃｕ
Ｏ含有量が同一であるため、近赤外側のカットパターンは、ほぼ同一の特性を示すが、近
紫外側は実施例ガラスの吸収が顕著であり、ＣｅＯ２含有量が同一であるにもかかわらず
紫外側の透過率が５０％を示す波長が比較例に比べて長波長側に大きくシフトしているこ
とがわかる。
【００４１】
　図２に実施例Ｎｏ．２及びＮｏ．４のガラスの分光透過率曲線を曲線２、曲線４として
示す。これらのサンプルは、ＣｕＯ含有量及びＶ２Ｏ５添加量が同一で、ＣｅＯ２量を変
化させたものである。図１と同様、ＣｕＯ含有量が同一であるため、近赤外側のカットパ
ターンは、ほぼ同一の特性を示し、ＣｅＯ２量が多い実施例Ｎｏ．４の方が近紫外側の吸
収範囲が拡大している。ただし、図１との比較から、ＣｅＯ２量のみの変化ではＶ２Ｏ５

の有無によるほどの変化はないことがわかる。
【００４２】
　図３には実施例Ｎｏ．１及びＮｏ．２のガラスの分光透過率曲線を曲線１、曲線２とし
て示した。これらのサンプルは、ＣｕＯ含有量及びＣｅＯ２添加量が同一で、Ｖ２Ｏ５量
を変化させたものである。この例のようにＶ２Ｏ５添加量により近紫外域の吸収特性を変
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化させることができる。
【００４３】
　図４には実施例Ｎｏ．６及び実施例Ｎｏ．７のガラスの分光透過率曲線を曲線６、曲線
７として示した。実施例Ｎｏ．６と実施例Ｎｏ．７とは、ＣｕＯ、ＣｅＯ２、Ｖ２Ｏ５と
も含有量が異なるが、透過帯がシフトした形で透過率曲線はほぼ相似形であり、これら赤
外線・紫外線吸収成分の調整によって近赤外域と近紫外域のカット特性を調整できること
を示す。
【００４４】
なお、研磨した各実施例のガラスサンプルの耐候性試験として、温度６０℃、相対湿度９
５％の条件下に保持し、ガラスの表面に変質が見られるまでの時間を測定した。その結果
、本実施例のガラスはいずれも１０００時間経過後も特に表面に変化は認められず、実使
用に耐えうるものであると判断した。
【００４５】
　図６に本発明の視感度補正フィルタガラスをＤＳＣなどの撮像光学系に適用した例を示
す。図６は、撮像光学系の構成の一例を模式的に示す断面図である。撮像光学系３０は、
被写体の像を結像するための撮影レンズ３１と光軸を一にして視感度補正フィルタ３２、
水晶板などからなる光学的ローパスフィルタ３３、カバーガラス３４とを介してパッケー
ジ３５内に封入された撮像素子３６が配設されている。そして、撮影レンズ３１により撮
像素子３６の光電変換面３６１に結像された被写体光像は、光電変換されて電気的な映像
信号として出力される。前記視感度補正フィルタ３２は、上述した本発明に係るガラスか
らなるものであり、可視光を透過し近赤外線及び近紫外線を吸収する特性をもつ。
【００４６】
　このような撮像光学系３０に、光線が入射した場合、撮影レンズ３１の可視光に対する
屈折率と近紫外線に対する屈折率とが異なるため、可視光の光路Vと近紫外線の光路Uとは
図示のように分岐し、光路上に近紫外線カットフィルタを持たない撮像光学系では、近紫
外線は光路U、U’を経て撮像素子３６に到達する。その結果、撮像素子３６の光電変換面
３６１では、図中にLで示すずれが発生する。一般の撮像素子は近紫外線に感度を有する
ので、このずれLが輪郭ボケとなって画像に記録されることになる。
【００４７】
　本発明に係る視感度補正フィルタ３２を用いた撮像光学系３０では、可視光をほぼ透過
し、近紫外線以下の波長の光線をほぼ吸収することができるため、可視光は光路Vのよう
に光電変換面３６１に到達するが、光路Uに分岐された近紫外線は、視感度補正フィルタ
３２で吸収されて光電変換面３６１に到達せず、レンズ等の光学要素によって発生する色
収差を除去して、撮影画像における輪郭ボケ、偽色などの画質低下を低減することができ
る。
【００４８】
　このとき、撮像素子３６の中心に到達する中心光束と、撮像素子３６の周辺に到達する
周辺光束とを比べると、周辺光束の方が斜めに入射する光線を多く含んでいるが、視感度
補正フィルタ３２の近紫外線吸収量は、光線がフィルタを通過する光路の長さが長いほど
、多くの光線が吸収されるため、視感度補正フィルタ３２に垂直に入射する光線よりも斜
めに入射する光線の方が光路長が長くなり、周辺光束の方が中心光束よりも近紫外線以下
の波長の光線をより多く吸収できることになる。
【００４９】
　上述した色収差によるずれLは、光軸に対して光線がなす角度が大きいほど大きくなる
ので、近紫外線等により発生する色収差は、光電変換面３６１の周辺部ほど大きくなるが
、前記のように斜めに入射する光線を多く含む周辺光束ほど視感度補正フィルタ３２によ
る近紫外線の吸収量が増えるため、効果的に色収差の影響を除去できる。
【００５０】
　また、たとえば、視感度補正フィルタ３２の撮影レンズ３１側表面に誘電体多層膜から
なる紫外線カット膜が成膜されている場合、成膜面に対して斜めに入射した紫外線が紫外
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って効果的に吸収されるため、近紫外線以下の波長の光線の光電変換面３６１への到達を
防止または抑制することができる。
【００５１】
　なお、図６に示した撮像光学系の構成は一例であり、たとえば、視感度補正フィルタを
2枚の水晶板間に挟んだり、カバーガラスに置換したりするなどの変更があっても、本発
明に係る視感度補正フィルタによる効果は変わるものではない。
【００５２】
　以上のように、本発明のガラスは、近赤外線に加え近紫外線も吸収することができ、Ｃ
ｕＯと紫外線吸収成分の含有量を調整することで、近紫外域のカット特性と近赤外域のカ
ット特性とを独立して制御することができる。なお、ガラスの吸収特性のみによって所望
の分光特性が得られない場合に誘電体多層膜を併用するときも、本発明のガラスを用いた
場合、従来のガラスに比べてガラスによる近紫外域などの不要光線の吸収量が増加してい
る分、上述した成膜面に斜めに入射する光などによる影響を小さく抑えることができる。
【産業上の利用可能性】
【００５３】
本発明に係るガラスは以上に詳述したように、撮像素子にとって不要な赤外線及び紫外線
を選択的、効果的に吸収除去することができるので、ＤＳＣやカラービデオカメラなどの
撮像デバイスの色再現性向上に有用であり、これら撮像機器に使用される視感度補正フィ
ルタとして好適である。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】本発明に係る実施例Ｎｏ．２及び比較例Ｎｏ．１１のガラスの分光透過率曲線を
示す曲線図である。
【図２】本発明に係る実施例Ｎｏ．２及びＮｏ．４のガラスの分光透過率曲線を示す曲線
図である。
【図３】本発明に係る実施例Ｎｏ．１及びＮｏ．２のガラスの分光透過率曲線を示す曲線
図である。
【図４】本発明に係る実施例Ｎｏ．６及びＮｏ．７のガラスの分光透過率曲線を示す曲線
図である。
【図５】比較例Ｎｏ．９及びＮｏ．１０のガラスの分光透過率曲線を示す曲線図である。
【図６】本発明に係る視感度補正フィルタガラスを適用した撮像光学系の構成を示す模式
的断面図である。
【符号の説明】
【００５５】
１…実施例ガラスＮｏ．１の分光透過率曲線、２…実施例ガラスＮｏ．２の分光透過率曲
線、４…実施例ガラスＮｏ．４の分光透過率曲線、６…実施例ガラスＮｏ．６の分光透過
率曲線、７…実施例ガラスＮｏ．７の分光透過率曲線、９…比較例ガラスＮｏ．９の分光
透過率曲線、１０…比較例ガラスＮｏ．１０の分光透過率曲線、１１…比較例ガラスＮｏ
．１１の分光透過率曲線、３０…撮像光学系、３１…レンズ、３２…視感度補正フィルタ
、３３…光学的ローパスフィルタ、３４…カバーガラス、３６…撮像素子、３６１…光電
変換面
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